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鴨川サインの撤去・更新・新設・残置の方針 

背景・目的 
鴨川流域では、利用者からの要望等に対応するため、随時、注意や規制、啓発などの標識を設置してき
た。一方で鴨川の豊かな自然環境・風景に対して看板が多すぎる(現時点で京都土木事務所所管の看板だ
けで 666枚)などの要望や府民会議での意見も多数寄せられた。 
そうした背景や、今回京都女子大学が作成したデザインに看板を更新する機会に合わせて、鴨川流域に
おける増えすぎた看板について、撤去・更新・新設・残置の検討を行った。 
検討の結果、666 枚あった看板を 440 枚まで削減(約 34%削減)することとした。内訳は以下のとおり。 

※上記の看板数の集計に当たり、鴨川標識台帳(H29)を基に集計 

 撤去・削除、更新、新設、残置、それぞれの対応理由については以下の表で概要を示す。 
■撤去・削除：226枚 
規制標識 都市公園条例 看板設置個所だけ規制されているわけではなく、特定の場所に看板を設

置し、注意を促すことはしないため撤去。 
注意標識 乗入・進入・駐車・駐輪禁止 

立入禁止 
看板が増えすぎて景観にそぐわないため撤去。必要に応じて再設置（新し
いサイン）を検討。 

遊泳・増水等注意 設置場所の見直しを前提に一旦撤去。現場状況や地域の要望があれば設
置（新しいサイン）を検討。 

不法投棄、落書き・広告物禁止
利用ルール 

看板が多いため、一旦撤去。必要に応じて再設置を検討。 

啓発標識 ごみのポイ捨て、放し飼い 看板が多いため、一旦撤去。必要に応じて再設置を検討。 
その他 案内標識、解説標識、 

誘導標識 等 
老朽化したものや景観にそぐわないもの、現在利用されていないもの等
を撤去。 

■更新：166 枚 
規制標識 BBQ禁止、花火禁止、乗入禁止 鴨川の景観に馴染む看板にするため、新しいサインに随時更新予定。 
注意標識 乗入禁止、通り抜け不可 

■新設 
注意標識 ごみのポイ捨て 昨今ゴミのポイ捨てが問題視されている四条大橋周辺に新しいサインの

設置を検討。 
自転車のスピード抑制 速度調査・現地調査をもとに、高炉スラグ舗装及び石張平板舗装のスロー

プ合流部（下流向き）に、新しいサインの設置を検討。 

■残置：274 枚 
規制標識 花火禁止、乗入禁止 車止めに一体となって設置されている看板については残置。 

砂防指定地 砂防指定地のため残置。 
注意標識 進入禁止、遊泳禁止 砂防指定地のため残置。 

利用ルール 有料案内のため残置 
その他 案内標識、解説標識 

記念碑、誘導標識 等 
その他重要な河川名称の看板や石碑・記念碑等は残置。 

666 枚あった看板を 440 枚まで削減(約 34%削減)

京都土木事務所所管 666 枚 

撤去・削除 226 枚 更新 166 枚 残置 274 枚 

＋新設
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撤去・更新・新設・残置それぞれの詳細 

１．撤去・削除 全数：226（規制標識：28、注意標識：110、啓発標識：45、その他：43） 
撤去或いは台帳上から削除する具体的な看板について、以下画像とともに示す。画像は、代表的な看板のみ示す。 
区分 規制標識 注意標識 
種別 都市公園条例 乗入・進入・駐車・駐輪禁止 

看板

複合 たき火・不法投棄 営業禁止 進入禁止 通行禁止 駐車禁止 駐車禁止 駐車禁止 駐輪禁止 駐輪禁止 駐輪駐車禁止 通り抜け不可 自歩道 

撤去数 25 2 1 2 7 8 1 2 4 1 1 2 4

備考
連名のため要協議
（京都府警） 

台帳削除  
連名のため要協議 
（京都府警） 

区分 注意標識 
種別 立入禁止 落書き・広告物禁止 不法投棄 遊泳・増水等注意 利用ルール 

看板

立入禁止 立入禁止 緊急着陸場 落書き禁止 広告物禁止 ゴミ 不法投棄 水遊びの禁止等 増水注意 放流口危険 グラウンド/ウッドデッキ
利用案内 

広場/コート
利用案内・注意 

利用制限 

撤去数 16 2 1 3 3 3 8 3 9 4 8 3 1

備考
連名のため要協議
（西日本旅客鉄道
株式会社） 

連名のため要協議
（京都市消防局）

連名のため要協議
（京都府警） 

 撤去済み 台帳削除   
連名のため要協議 
（京都市上下水道局
疏水事務所） 

低木植樹等の対応が必要  台帳削除 

区分 注意標識 啓発標識 その他 
種別 速度制限 その他 空白（判読不可） ゴミのポイ捨て 放し飼い その他 案内標識 

看板

自転車のスピード抑制 トビ 騒音 ゴミのポイ捨て ゴミのポイ捨て 放し飼い・ふん始末 芝生保護 河川美化 河川名称 施設名称 施設利用案内 施設利用案内

撤去数 4 7 1 2 20 4 17 2 2 2 8 4 9

備考
連名のため要協議
（京都府京都林務
事務所） 

台帳削除   
連名のため要協議
（京都府警、保健所

等） 

連名のため要協議
（保健所、保健セン

ター等） 
  河川断面内撤去   遊具一体施設台帳削除

区分 その他 
種別 案内標識 解説標識 誘導標識 

看板

その他 解説標識 解説標識 誘導標識 

撤去数 1 6 6 7
備考   標識のみ撤去  
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２．更新 全数：166（規制標識：162、注意標識：4） 
更新する具体的な看板について、以下画像とともに示す。画像は、代表的な看板のみ示す。 
京都女子大学が作成したデザイン案により、看板のデザインを統一し、一体感のあるものとする。 
区分 規制標識 注意標識 
種別 鴨川条例 乗入・進入・駐車・駐輪禁止 

看板 

BBQ禁止 花火禁止 花火禁止 乗入禁止 乗入禁止 通り抜け不可 

更新数 30 74 4 54 3 1

備考   
連名のため要協議
京都府警 

更新予定
の 

デザイン

３．新設 設置数：必要に応じて設置 
昨今問題視されている四条周辺のごみのポイ捨て問題、及び路面整備に伴う自転車のスピード抑制、遊泳・増水等の注意

を喚起するため、必要に応じて新たに看板を設置する。
区分 注意標識 遊泳・増水等注意 

看板 

自転車のスピード抑制 ごみのポイ捨て 水遊び等禁止 

設置数 10 程度を予定（路面標示） 未定 未定 

備考 
速度調査・現地調査を 

もとに検討 
必要に応じて設置を検討 必要に応じて設置を検討 

更新予定
の 

デザイン

４．残置 全数：274（規制標識：46、注意標識：9、その他：219） 
前項以外の看板については残置とし、今後デザインの統一を図るものとする。一部砂防法により撤去ができない看板について、老

朽化しているものは更新を検討する。以下、既存の看板について、画像とともに示す。画像は、代表的な看板のみを示す。 
区分 規制標識 注意標識 
種別 鴨川条例 砂防指定 乗入・進入・駐車・駐輪禁止 遊泳・増水等注意 

看板 

花火禁止 乗入禁止 砂防指定地 進入禁止 進入禁止 砂防指定地・遊泳禁止

残置数 1 43 2 1 3 5
備考 車止めのため 車止めのため 砂防指定地のため 沿路の終点のため 砂防指定地のため 砂防指定地のため 
区分 その他 
種別 案内標識 解説標識 
看板 河川名称 施設名称 施設利用案内 案内図 距離標 解説標識 

残置数 43 18 11 37 25 37
備考       
区分 その他 
種別 記名標識 記念碑 公物管理 
看板 記名標識 記念碑 水位標 河川管理境界標 

残置数 2 30 14 2
備考     



 

（参考）京都土木事務所所管以外の看板の内訳 

■観光省庁（府・市除く） 全数：35（規制標識：3、注意標識：6、啓発標識：2、その他：24） 
区分 規制標識 注意標識 啓発標識 
種別 道路管理 鳥獣保護 乗入・進入・駐車・駐輪禁止 立入禁止 その他 動物ルール 

看板 

      
残置数 2 1 3 2 1 2 
区分 その他 
種別 案内標識 誘導標識 公物管理 

看板 

   
残置数 2 5 17 

■京都府（京都土木事務所以外） 全数：18（規制標識：3、注意標識：12、その他：3） 
区分 規制標識 注意標識 その他 
種別 鳥獣保護 乗入・進入・駐車・駐輪禁止 利用ルール その他 案内標識 誘導標識 

看板 

      
残置数 3 1 6 5 2 1 

■京都市関係 全数：196（規制標識：54、注意標識：56、啓発標識：30、その他：56） 
区分 規制標識 注意標識 
種別 市自転車条例 市美化条例 道路管理 風致地区 乗入・進入・駐車・駐輪禁止 立入禁止 

看板 

      
残置数 37 8 8 1 7 21 
区分 注意標識 啓発標識 
種別 不法投棄 落書き・悪戯 利用ルール ゴミのポイ捨て 動物ルール その他 

看板 

      
残置数 11 12 5 5 24 1 
区分 その他 
種別 案内標識 誘導標識 解説標識 記念碑 公物管理 

看板 

     
残置数 37 4 3 2 10 

 
 

■公益団体 全数：35（注意標識：7、啓発標識 15、その他：13） 
区分 注意標識 啓発標識 その他 
種別 施設案内 火災 公物管理 

看板 

   
残置数 7 15 13 

■NPO法人等 全数：22（注意標識：1、啓発標識：17、その他：4） 
区分 注意標識 啓発標識 その他 
種別 利用ルール ゴミのポイ捨て 動物ルール その他 記念碑 

看板 

     
残置数 1 14 2 1 4 

■その他（民間等） 全数：48（注意標識：14、啓発標識：3、その他：31） 
区分 注意標識 啓発標識 その他 
種別 乗入・進入・駐車・駐輪禁止 立入禁止 落書き・悪戯 火災 その他 案内標識 

看板 

      
残置数 5 8 1 1 2 6 
区分 その他 
種別 誘導標識 解説標識 記名標識 記念碑 公物管理 その他 

看板 

      
残置数 3 2 1 8 5 6 

■不明 全数：29（注意標識：4、啓発標識：11、その他：14） 
区分 注意標識 啓発標識 その他 
種別 乗入・進入・駐車・駐輪禁止 その他 ゴミのポイ捨て 動物ルール その他 案内標識 

看板 

      
残置数 1 3 3 3 5 3 
区分 その他 
種別 誘導標識 記念碑 公物管理 その他 

看板 

    
残置数 4 1 2 4 

 




